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　 =変更積算業務価格×請負比率

円
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　 (小数第7位切り捨て6位止め)

円
　 変更積算業務価格

　 円
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円
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令和8年度江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室管理業務(長期継続契約) 　

変
更
理
由

業務概要
内容 数量

一式

請負決定額
　
　

消費税相当額

測量試験費
又は工事雑費

業務価格

請負に附する額
請負比率=

又は請負額

起工額

履行期間

請負人

費目 起工 第１回変更 増減(△)

工事場所 江戸崎体育館（稲敷市荒沼3-1）
 

施工方法 請負 原契約年月日

執行年度

業務名 令和8年度江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室管理業務(長期継続契約)

設計 係員

委託業務　概要書
市長 副市長 総務部長 部長 企画監 課長 課長補佐 係長 審査

稲敷市



令和８年度江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室管理業務（長期継続契約） 

仕様書 

  

１．目的 

 江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室の施設管理・運営業務等を委託することにより、

施設の円滑な管理・運営と利用者へのサービス向上を図り、社会体育施設としての機能を最大

限に発揮していくことを目的とする。 

 

２．履行場所 

  施設名 江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室 

  所 在 江戸崎総合運動公園体育館内（稲敷市荒沼３－１） 

 

３．委託業務の範囲 

 委託する業務の詳細は下記「業務内容」のとおりとする。 

 

４．委託期間 

契約期間  契約締結の日 から令和９年３月３１日 

履行期間  令和８年４月１日 から令和９年３月３１日 

 

５．休館日及び開館時間 

 （１）① 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

    ② 毎週月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日の場合はその翌日とする。） 

    ③ 上記のほか、特に必要な臨時休館日 

 （２）開館時間 午前９時より午後１０時まで 

 

６．勤務時間、人員及び資格等 

 （１）早 番 ： １名   ８時３０分 から １７時３０分 まで 

 （２）中 番 ： １名   ９時００分 から １２時００分 まで 

１８時００分 から ２１時００分 まで 

 （３）遅 番 ： １名  １３時００分  から ２２時００分 まで 

 （４）管理業務者は全員ＡＥＤ（普通救命講習）講習を受講すること。 

 （５）１日の勤務時間が６時間を超える場合は、勤務時間内に１時間の休憩時間を置く   

こと。 

 

７．業務内容 

（１）施設管理 

① 施設の案内役として利用者へのサービス向上に努める。 

② 施設利用者に対する体育器具の説明及びトラブルの処理。 

③ 施設備品の安全確認及びトラブルの処理。 

④ 委託者への報告（予約、利用者数、使用状況等）。 

⑤ 施設備品の安全確認並びにメンテナンス。 



⑥ 施設の清掃並びに施錠管理。 

⑦ その他施設内での簡易な委託業務。 

（２）施設運営と事業の企画立案 

① 施設利用者(健常者)に対するトレーニングプログラムの設定および相談。 

② 施設利用者へのケア並びに指導。 

③ 高齢者の寝たきり予防プロブグラム設定と指導。 

④ 病後のリハビリ終了後における社会復帰への運動指導及び怪我回復中のケア指導。 

⑤ その他利用者の要望によるトレーニング補助。 

 

８．業務計画書等の提出 

（１） 受託者は、契約締結後直ちに業務組織表及び各業務実施計画書を委託者に提出し、承

諾を得るものとする。 

（２） 受託者は、各業務別実施状況について、当該仕様書の定めに従い業務報告書を提出す

るものとする。報告書、日誌、記録等の報告書類の様式は、双方協議の上定める。 

 

９．服務規程 

各業務員は、業務上知り得たことについて第三者に漏らしてはならない。 

（１） 各業務員は、施設の秩序及び規律を乱し業務の円滑な遂行を妨げるような行為をして

はならない。業務員に著しく不当と認めるものがあるときは、受託者に対してその理由

を明示し、業務員の交替を求めることができる。 

（２） 施設内外において来館者と接する場合は親切に対応し、来館者を差別したり不快の念

を与えたりするような言動は十分に注意すること。 

（３） 委託者が実施する消防訓練、その他の施設管理上必要な事業に参加しなければならな

い。 

 

10. その他 

本業務を円滑に履行するため、本業務にかかる健康運動指導士又は健康運動実践指導者を有

する業務責任者を配置すること。業務責任者は、その業務遂行上常に委託者の係員との連絡を

緊密にし、必要な連絡報告を行う。 

（１） 勤務者は受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を配置すること。 

（２） 委託業務の実施に先立って、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証等

の写しを届けるものとする。また、常に教育訓練を行い業務内容の向上に努めること。 

（３） 業務の遂行にあたっては関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境の保持に努める

こと。 

（４） 各業務実施に伴う業務記録を作成し現場に保管するとともに、必要に応じて委託者に

提出する。なお、業務完了時は、その都度委託者に報告書を提出し確認を受けなければ

ならない。（支払いは月払いとする。） 

（５） この仕様書は本委託業務の大綱であり、現場の状況等に応じ記載されていない事項に

ついても誠意を持ってそれにあたること。 

 (６) この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長 

期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契 



約に係る委託者の歳出予算において減額又は削除があった場合、委託者は、この契約を変

更し、又は解除することができる。 



件名 数　量 単　価 金　額 備　　　考

（1) １日当り経費    8時間　×2人 307日 円/日 円 　

（2) １日当り経費　  6時間　×1人 307日 円/日 円

 (3）管理費

［入札書記載額］ 円

円

円合計

令和8年度江戸崎総合運動公園体育館トレーニング室管理業務(長期継続契約）内訳書

消費税額

　　　　　　　　年間合計額　


